
 

 

 

 

 

令和４年第４回（９月）吉川市議会定例会 
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吉  川  市 

 

 

★この議案書は個人情報に配慮するため一部加工しています 



 

№ 議案番号 件          名 頁 

1 第 63号議案 吉川市建築基準法に基づく申請等に係る手数料条例及び吉川

市まちづくり整備基準条例の一部を改正する条例 
1 

2 第 64号議案 吉川市手数料条例の一部を改正する条例 3 

3 第 65号議案 吉川市児童福祉審議会条例の一部を改正する条例 7 

4 第 66号議案 吉川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を

改正する条例 
8 

5 第 67号議案 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 10 

6 第 68号議案 工事請負契約の変更契約の締結について 19 

7 第 69号議案 市道の路線廃止及び認定について 20 

8 第 70号議案 教育委員会委員の任命について 21 

9 第 71号議案 令和３年度吉川市一般会計歳入歳出決算の認定について 23 

10 第 72号議案 令和３年度吉川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

について 
24 

11 第 73号議案 令和３年度吉川市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 
25 

12 第 74号議案 令和３年度吉川市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 
26 

13 第 75号議案 令和３年度吉川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

定について 
27 

14 第 76号議案 令和３年度吉川市吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業

特別会計歳入歳出決算の認定について 
28 

15 第 77号議案 令和３年度吉川市水道事業会計利益の処分及び決算の認定に

ついて 
29 

16 第 78号議案 令和３年度吉川市下水道事業会計決算の認定について 30 

17 第 79号議案 令和４年度吉川市一般会計補正予算（第４号） － 

18 第 80号議案 令和４年度吉川市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） － 

19 第 81号議案 令和４年度吉川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第１

号) 
－ 



 

20 第 82号議案 令和４年度吉川市介護保険特別会計補正予算（第１号） － 

21 第 83号議案 令和４年度吉川市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号） 
－ 

22 第 84号議案 令和４年度吉川市吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業

特別会計補正予算（第１号） 
－ 

23 第 85号議案 令和４年度吉川市水道事業会計補正予算（第１号） － 



1 

第６３号議案 

   吉川市建築基準法に基づく申請等に係る手数料条例及び吉川市まちづくり整備基準

条例の一部を改正する条例 

 （吉川市建築基準法に基づく申請等に係る手数料条例の一部改正） 

第１条 吉川市建築基準法に基づく申請等に係る手数料条例（平成１２年吉川市条例第７

号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分

に改める。 

 

改正後 改正前 

 

別表（第２条関係） 

略 

８ 法第８５条第６項

の規定に基づく仮設

建築物の建築の許可

の申請に対する審査 

略 

略 

略 

  

 

別表（第２条関係） 

略 

８ 法第８５条第５項

の規定に基づく仮設

建築物の建築の許可

の申請に対する審査 

略 

略 

略 

  

 

 （吉川市まちづくり整備基準条例の一部改正） 

第２条 吉川市まちづくり整備基準条例（平成１８年吉川市条例第２４号）の一部を次の

ように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分

に改める。 

 

改正後 改正前 
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 （事前協議） 

第２５条 事業者は、宅地開発を行おうとすると

きは、農地法（昭和２７年法律第２２９号）、

都市計画法又は建築基準法（以下これらを「関

係法令」という。）の規定による申請を行う前

に必要な書類を添付した書面により市長と協議

をしなければならない。ただし、次に掲げる宅

地開発を行おうとするときは、この限りでな

い。 

 (1) 略 

 (2) 建築基準法第８５条第１項、第２項及び第

６項のいずれかに該当する仮設建築物 

２～８ 略 

  

 （事前協議） 

第２５条 事業者は、宅地開発を行おうとすると

きは、農地法（昭和２７年法律第２２９号）、

都市計画法又は建築基準法（以下これらを「関

係法令」という。）の規定による申請を行う前

に必要な書類を添付した書面により市長と協議

をしなければならない。ただし、次に掲げる宅

地開発を行おうとするときは、この限りでな

い。 

 (1) 略 

 (2) 建築基準法第８５条第１項、第２項及び第

５項のいずれかに該当する仮設建築物 

２～８ 略 

  

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  令和４年９月２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）の一部改正に伴い、所要の改正を行いたいの

で、この案を提出するものである。 
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第６４号議案 

   吉川市手数料条例の一部を改正する条例 

 吉川市手数料条例（平成１２年吉川市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。 

 

改正後 改正前 

 

別表（第２条関係） 

区分 事務の種類 手数料の

額 

略 

３ 建

設関

係 

(1)～(6) 略 

(7) 長期優良住宅建築等

計画又は長期優良住宅

維持保全計画の認定 

 ア 長期優良住宅の普

及の促進に関する法

律（平成２０年法律

第８７号。以下「優

良 住 宅 法 」 と い

う。）第６条第２項

の規定による申出を

しない場合 

  (ｱ) 一戸建ての住宅

で、住宅の品質確

保の促進等に関す

る法律（平成１１

年法律第８１号）

第６条の２第３項

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表（第２条関係） 

区分 事務の種類 手数料の

額 

略 

３ 建

設関

係 

(1)～(6) 略 

(7) 長期優良住宅建築等

計画の認定 

 

 ア 長期優良住宅の普

及の促進に関する法

律（平成２０年法律

第８７号。以下「優

良 住 宅 法 」 と い

う。）第６条第２項

の規定による申出を

しない場合 

  (ｱ) 一戸建ての住宅

で、住宅の品質確

保の促進等に関す

る法律（平成１１

年法律第８１号）

第６条の２第３項

略 
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の書面（以下「確

認書」という。）

若しくは同法第５

条第１項の評価書

（以下「住宅性能

評 価 書 」 と い

う。）（いずれも

優良住宅法第６条

第１項各号に掲げ

る基準に適合して

い る も の に 限

る。）又はこれら

の写しが提出され

たとき。 

   ａ 略 

   ｂ 略 

   ｃ 建築行為を伴

わないとき。 

 

 

  (ｲ) 一戸建ての住宅

で、確認書若しく

は住宅性能評価書

又はこれらの写し

が提出されないと

き。 

   ａ 略 

   ｂ 略 

   ｃ 建築行為を伴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 

略 

１戸につ

き １３

，０００

円 

 

 

 

 

 

 

略 

略 

１戸につ

の書面（以下「確

認書」という。）

若しくは同法第５

条第１項の評価書

（以下「住宅性能

評 価 書 」 と い

う。）（いずれも

優良住宅法第６条

第１項各号に掲げ

る基準に適合して

い る も の に 限

る。）又はこれら

の写しが提出され

たとき。 

   ａ 略 

   ｂ 略 

 

 

 

 

  (ｲ) 一戸建ての住宅

で、確認書若しく

は住宅性能評価書

又はこれらの写し

が提出されないと

き。 

   ａ 略 

   ｂ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 

略 
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わないとき。 

 

 

  (ｳ) 共同住宅等で、

確認書若しくは住

宅性能評価書又は

これらの写しが提

出されたとき。 

   ａ 略 

   ｂ 略 

   ｃ 建築行為を伴

わないとき。 

 

 

  (ｴ) 共同住宅等で、

確認書若しくは住

宅性能評価書又は

これらの写しが提

出されないとき。 

   ａ 略 

 

 

 

   ｂ 略 

 

 

 

   ｃ 建築行為を伴

わないとき。 

き ８５

，０００

円 

 

 

 

 

 

略 

略 

１件につ

き ２５

，０００

円 

 

 

 

 

 

１件につ

き １２

７，００

０円 

１件につ

き １９

４，００

０円 

１件につ

き １９

 

 

 

  (ｳ) 共同住宅等で、

確認書若しくは住

宅性能評価書又は

これらの写しが提

出されたとき。 

   ａ 略 

   ｂ 略 

 

 

 

 

  (ｴ) 共同住宅等で、

確認書若しくは住

宅性能評価書又は

これらの写しが提

出されないとき。 

   ａ 略 

 

 

 

   ｂ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２７，

０００円 

 

 

１９４，

０００円 
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 イ 略 

(8) 長期優良住宅建築等

計画又は長期優良住宅

維持保全計画の変更の

認定 

 ア～ウ 略 

(9) 長期優良住宅建築等

計画又は長期優良住宅

維持保全計画の認定計

画実施者の地位の承継

の承認 

(10)～(28) 略 

４，００

０円 

 

 

 

 

 

略 

略 

略 

  

 

 

 イ 略 

(8) 長期優良住宅建築等

計画の変更の認定 

 

 

 ア～ウ 略 

(9) 長期優良住宅建築等

計画の認定計画実施者

の地位の承継の承認 

 

 

(10)～(28) 略 

 

 

 

 

 

 

 

略 

略 

 

 

略 

  

 

   附 則 

 この条例は、令和４年１０月１日から施行する。 

  令和４年９月２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）の一部改正に伴い、

建築行為を伴わない既存住宅の長期優良住宅認定制度が創設されたため、当該認定に係る

手数料を定めたいので、この案を提出するものである。 
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第６５号議案 

   吉川市児童福祉審議会条例の一部を改正する条例 

 吉川市児童福祉審議会条例（平成１４年吉川市条例第１２号）の一部を次のように改正

する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に

改める。 

 

改正後 改正前 

 

 （設置） 

第１条 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４

号）第８条第３項の規定に基づき、児童福祉に

関する事項を調査審議するため、及び子ども・

子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第７

２条第１項の規定に基づき、子ども・子育て支

援に関する事項を調査審議するため、吉川市児

童福祉審議会（以下「審議会」という。）を置

く。 

  

 

 （設置） 

第１条 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４

号）第８条第３項の規定に基づき、児童福祉に

関する事項を調査審議するため、及び子ども・

子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第７

７条第１項の規定に基づき、子ども・子育て支

援に関する事項を調査審議するため、吉川市児

童福祉審議会（以下「審議会」という。）を置

く。 

 

 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

  令和４年９月２日提出 

                             吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の一部改正に伴い、所要の改正を行

いたいので、この案を提出するものである。 
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第６６号議案 

   吉川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例 

 吉川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成７年吉川町条例第１９号）の

一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に

改める。 

 

改正後 改正前 

 

 （特別休暇） 

第１４条 略 

２ 職員は、次に掲げる場合に、それぞれの場合

について定める期間、特別休暇を受けることが

できる。 

 (1)～(13) 略 

 (13)の２ 職員の妻が出産する場合であってそ

の出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあ

っては、１４週間）前の日から当該出産の日

以後１年を経過する日までの期間（第３号た

だし書の規定により期間を加算した場合にあ

っては、その加算した期間を含む。）にある

場合において、当該出産に係る子又は小学校

就学の始期に達するまでの子（妻の子を含

む。）を養育する職員が、これらの子の養育

のため勤務しないことが相当であると認めら

れるとき 当該期間内における５日の範囲内

の期間 

 (14)～(20) 略 

  

 

 （特別休暇） 

第１４条 略 

２ 職員は、次に掲げる場合に、それぞれの場合

について定める期間、特別休暇を受けることが

できる。 

 (1)～(13) 略 

 (13)の２ 職員の妻が出産する場合であってそ

の出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあ

っては、１４週間）前の日から当該出産の日

後８週間を経過する日までの期間（第３号た

だし書の規定により期間を加算した場合にあ

っては、その加算した期間を含む。）にある

場合において、当該出産に係る子又は小学校

就学の始期に達するまでの子（妻の子を含

む。）を養育する職員が、これらの子の養育

のため勤務しないことが相当であると認めら

れるとき 当該期間内における５日の範囲内

の期間 

 (14)～(20) 略 
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   附 則 

 この条例は、令和４年１０月１日から施行する。 

  令和４年９月２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 国家公務員の休暇制度に準じ、育児参加のための休暇の対象期間を拡大したいので、こ

の案を提出するものである。 
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第６７号議案 

   職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 職員の育児休業等に関する条例（平成４年吉川町条例第１号）の一部を次のように改正

する。 

 次の表の改正前の欄中条、号及び号の細目の表示に下線が引かれた条、号及び号の細目

（以下「移動条号等」という。）に対応する同表の改正後の欄中条、号及び号の細目の表

示に下線が引かれた条、号及び号の細目（以下「移動後条号等」という。）が存在する場

合には、当該移動条号等を当該移動後条号等とし、移動条号等に対応する移動後条号等が

存在しない場合には、当該移動条号等（以下「削除条号等」という。）を削り、移動後条

号等に対応する移動条号等が存在しない場合には、当該移動後条号等（以下「追加条号等」

という。）を加える。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（条、号及び号の細目の表示並びに削除条号

等を除く。以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部

分（条、号及び号の細目の表示並びに追加条号等を除く。以下「改正後部分」という。）

が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後

部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在

しない場合には、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

 

 （育児休業をすることができない職員） 

第２条 育児休業法第２条第１項本文の条例で定

める職員は、次に掲げる職員とする。 

 (1)～(3) 略 

 (4) 非常勤職員であって、次のいずれかに該当

するもの以外の非常勤職員 

  ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 

   (ｱ) その養育する子（育児休業法第２条第

１項に規定する子をいう。以下同じ。）

 

 （育児休業をすることができない職員） 

第２条 育児休業法第２条第１項本文の条例で定

める職員は、次に掲げる職員とする。 

 (1)～(3) 略 

 (4) 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の

非常勤職員 

  ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 

   (ｱ) その養育する子（育児休業法第２条第

１項に規定する子をいう。以下同じ。）
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が１歳６月に達する日（以下「１歳６月

到達日」という。）（当該子の出生の日

から第４条に規定する期間内に育児休業

をしようとする場合にあっては当該期間

の末日から６月を経過する日、第２条の

４の規定に該当する場合にあっては当該

子が２歳に達する日）までに、その任期

（任期が更新される場合にあっては、更

新後のもの）が満了すること及び引き続

いて任命権者を同じくする職（以下「特

定職」という。）に採用されないことが

明らかでない非常勤職員 

   (ｲ) 略 

  イ 次のいずれかに該当する非常勤職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (ｱ) その養育する子が１歳に達する日（以

下「１歳到達日」という。）（当該子に

ついて当該非常勤職員が第２条の３第２

号に掲げる場合に該当してする育児休業

の期間の末日とされた日が当該子の１歳

到達日後である場合にあっては、当該末

日とされた日。以下(ｱ)において同

が１歳６月に達する日（以下「１歳６月

到達日」という。）（第２条の４の規定

に該当する場合にあっては、２歳に達す

る日）までに、その任期（任期が更新さ

れる場合にあっては、更新後のもの）が

満了すること及び引き続いて任命権者を

同じくする職（以下「特定職」とい

う。）に採用されないことが明らかでな

い非常勤職員 

 

 

 

   (ｲ) 略 

  イ 第２条の３第３号に掲げる場合に該当す

る非常勤職員（その養育する子が１歳に達

する日（以下この号及び同条において「１

歳到達日」という。）（当該子について当

該非常勤職員がする育児休業の期間の末日

とされた日が当該子の１歳到達日後である

場合にあっては、当該末日とされた日）に

おいて育児休業をしている非常勤職員に限

る。） 
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じ。）において育児休業をしている非常

勤職員であって、同条第３号に掲げる場

合に該当して当該子の１歳到達日の翌日

を育児休業の期間の初日とする育児休業

をしようとするもの 

   (ｲ) その任期の末日を育児休業の期間の末

日とする育児休業をしている場合であっ

て、当該任期を更新され、又は当該任期

の満了後引き続いて特定職に採用される

ことに伴い、当該育児休業に係る子につ

いて、当該更新前の任期の末日の翌日又

は当該採用の日を育児休業の期間の初日

とする育児休業をしようとするもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （育児休業法第２条第１項の条例で定める日） 

第２条の３ 育児休業法第２条第１項の条例で定

める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ、当該各号に定める日とする。 

 (1)及び(2) 略 

 (3) １歳から１歳６月に達するまでの子を養育

する非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ウ その任期の末日を育児休業の期間の末日

とする育児休業をしている非常勤職員であ

って、当該育児休業に係る子について、当

該任期が更新され、又は当該任期の満了後

に特定職に引き続き採用されることに伴

い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続

き採用される日を育児休業の期間の初日と

する育児休業をしようとするもの 

 

 （育児休業法第２条第１項の条例で定める日） 

第２条の３ 育児休業法第２条第１項の条例で定

める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ、当該各号に定める日とする。 

 (1)及び(2) 略 

 (3) １歳から１歳６月に達するまでの子を養育

するため、非常勤職員が当該子の１歳到達日
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にも該当する場合（当該子についてこの号に

掲げる場合に該当して育児休業をしている場

合であって第３条第７号に掲げる事情に該当

するときはイ及びウに掲げる場合に該当する

場合、規則で定める特別の事情がある場合に

あってはウに掲げる場合に該当する場合） 

当該子の１歳６月到達日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ア 当該非常勤職員が当該子の１歳到達日

（当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該

当してする育児休業又は当該非常勤職員の

配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに

相当する場合に該当してする地方等育児休

業の期間の末日とされた日が当該子の１歳

到達日後である場合にあっては、当該末日

とされた日（当該育児休業の期間の末日と

された日と当該地方等育児休業の期間の末

（当該子を養育する非常勤職員が前号に掲げ

る場合に該当してする育児休業又は当該非常

勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくは

これに相当する場合に該当してする地方等育

児休業の期間の末日とされた日が当該子の１

歳到達日後である場合にあっては、当該末日

とされた日（当該育児休業の期間の末日とさ

れた日と当該地方等育児休業の期間の末日と

された日が異なるときは、そのいずれかの

日））の翌日（当該子の１歳到達日後の期間

においてこの号に掲げる場合に該当してその

任期の末日を育児休業の期間の末日とする育

児休業をしている非常勤職員であって、当該

任期が更新され、又は当該任期の満了後に特

定職に引き続き採用されるものにあっては、

当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用

される日）を育児休業の期間の初日とする育

児休業をしようとする場合であって、次に掲

げる場合のいずれにも該当するとき 当該子

の１歳６月到達日 
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日とされた日が異なるときは、そのいずれ

かの日））の翌日（当該配偶者がこの号に

掲げる場合又はこれに相当する場合に該当

して地方等育児休業をする場合にあって

は、当該地方等育児休業の期間の末日とさ

れた日の翌日以前の日）を育児休業の期間

の初日とする育児休業をしようとする場合 

  イ 当該子について、当該非常勤職員が当該

子の１歳到達日（当該非常勤職員が前号に

掲げる場合に該当してする育児休業の期間

の末日とされた日が当該子の１歳到達日後

である場合にあっては、当該末日とされた

日）において育児休業をしている場合又は

当該非常勤職員の配偶者が当該子の１歳到

達日（当該配偶者が同号に掲げる場合又は

これに相当する場合に該当してする地方等

育児休業の期間の末日とされた日が当該子

の１歳到達日後である場合にあっては、当

該末日とされた日）において地方等育児休

業をしている場合 

  ウ 略 

  エ 当該子について、当該非常勤職員が当該

子の１歳到達日（当該非常勤職員が前号に

掲げる場合に該当してする育児休業の期間

の末日とされた日が当該子の１歳到達日後

である場合にあっては、当該末日とされた

日）後の期間においてこの号に掲げる場合

に該当して育児休業をしたことがない場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ア 当該子について、当該非常勤職員が当該

子の１歳到達日（当該非常勤職員がする育

児休業の期間の末日とされた日が当該子の

１歳到達日後である場合にあっては、当該

末日とされた日）において育児休業をして

いる場合又は当該非常勤職員の配偶者が当

該子の１歳到達日（当該配偶者がする地方

等育児休業の期間の末日とされた日が当該

子の１歳到達日後である場合にあっては、

当該末日とされた日）において地方等育児

休業をしている場合 

 

 

  イ 略 
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 （育児休業法第２条第１項の条例で定める場

合） 

第２条の４ 育児休業法第２条第１項の条例で定

める場合は、１歳６月から２歳に達するまでの

子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる

場合のいずれにも該当する場合（当該子につい

てこの条の規定に該当して育児休業をしている

場合であって次条第７号に掲げる事情に該当す

るときは第２号及び第３号に掲げる場合に該当

する場合、規則で定める特別の事情がある場合

にあっては同号に掲げる場合に該当する場合）

とする。 

 

 

 

 (1) 当該非常勤職員が当該子の１歳６月到達日

の翌日（当該非常勤職員の配偶者がこの条の

規定に該当し、又はこれに相当する場合に該

当して地方等育児休業をする場合にあって

は、当該地方等育児休業の期間の末日とされ

た日の翌日以前の日）を育児休業の期間の初

日とする育児休業をしようとする場合 

 (2) 略 

 (3) 略 

 (4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子

の１歳６月到達日後の期間においてこの条の

規定に該当して育児休業をしたことがない場

合 

 

 （育児休業法第２条第１項の条例で定める場

合） 

第２条の４ 育児休業法第２条第１項の条例で定

める場合は、１歳６月から２歳に達するまでの

子を養育するため、非常勤職員が当該子の１歳

６月到達日の翌日（当該子の１歳６月到達日後

の期間においてこの条の規定に該当してその任

期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休

業をしている非常勤職員であって、当該任期が

更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引

き続き採用されるものにあっては、当該任期の

末日の翌日又は当該引き続き採用される日）を

育児休業の期間の初日とする育児休業をしよう

とする場合であって、次の各号のいずれにも該

当するときとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 略 

 (2) 略 
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 （再度の育児休業をすることができる特別の事

情） 

第３条 育児休業法第２条第１項ただし書の条例

で定める特別の事情は、次に掲げる事情とす

る。 

 (1)～(4) 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5) 略 

 (6) 略 

 (7) 任期を定めて採用された職員であって、当

該任期の末日を育児休業の期間の末日とする

育児休業をしているものが、当該任期を更新

され、又は当該任期の満了後引き続いて特定

職に採用されることに伴い、当該育児休業に

係る子について、当該更新前の任期の末日の

翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初

日とする育児休業をしようとすること。 

 （再度の育児休業をする場合から除く最初の育

児休業の期間） 

第３条 育児休業法第２条第１項ただし書の条例

で定める期間は、５７日間とする。 

 

 （再度の育児休業をすることができる特別の事

情） 

第４条 育児休業法第２条第１項ただし書の条例

で定める特別の事情は、次に掲げる事情とす

る。 

 (1)～(4) 略 

 (5) 育児休業（この号の規定に該当したことに

より当該育児休業に係る子について既にした

ものを除く。）の終了後、３月以上の期間を

経過したこと（当該育児休業をした職員が、

当該育児休業の承認の請求の際育児休業によ

り当該子を養育するための計画について育児

休業等計画書により任命権者に申し出た場合

に限る。）。 

 (6) 略 

 (7) 略 

 (8) その任期の末日を育児休業の期間の末日と

する育児休業をしている非常勤職員が、当該

育児休業に係る子について、当該任期が更新

され、又は当該任期の満了後に特定職に引き

続き採用されることに伴い、当該任期の末日

の翌日又は当該引き続き採用される日を育児

休業の期間の初日とする育児休業をしようと

すること。 
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 （再度の育児休業をする場合から除く育児休業

の期間） 

第４条 育児休業法第２条第１項第１号の条例で

定める期間は、５７日間とする。 

 

 （育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算し

て１年を経過しない場合に育児短時間勤務をす

ることができる特別の事情） 

第１１条 育児休業法第１０条第１項ただし書の

条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情と

する。 

 (1) 育児休業法第１０条第１項本文に規定する

育児短時間勤務（以下「育児短時間勤務」と

いう。）をしている職員が産前の休業を始

め、又は出産したことにより、当該育児短時

間勤務の承認が効力を失った後、当該産前の

休業又は出産に係る子が第３条第１号ア又は

イに掲げる場合に該当することとなったこ

と。 

 (2) 育児短時間勤務をしている職員が、第１４

条第１号に掲げる事由に該当したことにより

当該育児短時間勤務の承認が取り消された

後、同号に規定する承認に係る子が第３条第

２号ア又はイに掲げる場合に該当することと

なったこと。 

 (3)～(5) 略 

 (6) 育児短時間勤務（この号の規定に該当した

ことにより当該育児短時間勤務に係る子につ

 

 

 

 

 

 

 （育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算し

て１年を経過しない場合に育児短時間勤務をす

ることができる特別の事情） 

第１１条 育児休業法第１０条第１項ただし書の

条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情と

する。 

 (1) 育児休業法第１０条第１項本文に規定する

育児短時間勤務（以下「育児短時間勤務」と

いう。）をしている職員が産前の休業を始

め、又は出産したことにより、当該育児短時

間勤務の承認が効力を失った後、当該産前の

休業又は出産に係る子が第４条第１号ア又は

イに掲げる場合に該当することとなったこ

と。 

 (2) 育児短時間勤務をしている職員が、第１４

条第１号に掲げる事由に該当したことにより

当該育児短時間勤務の承認が取り消された

後、同号に規定する承認に係る子が第４条第

２号ア又はイに掲げる場合に該当することと

なったこと。 

 (3)～(5) 略 

 (6) 育児短時間勤務（この号の規定に該当した

ことにより当該育児短時間勤務に係る子につ
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いて既にしたものを除く。）の終了後、３月

以上の期間を経過したこと（当該育児短時間

勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承

認の請求の際育児短時間勤務により当該子を

養育するための計画について育児短時間勤務

計画書により任命権者に申し出た場合に限

る。）。 

 (7) 略 

  

いて既にしたものを除く。）の終了後、３月

以上の期間を経過したこと（当該育児短時間

勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承

認の請求の際育児短時間勤務により当該子を

養育するための計画について育児休業等計画

書により任命権者に申し出た場合に限

る。）。 

 (7) 略 

  

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条例による改

正前の第４条（第５号に係る部分に限る。）及び第１１条（第６号に係る部分に限

る。）の規定の適用については、なお従前の例による。 

  令和４年９月２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）の一部改正に伴い、

育児休業の取得要件の緩和等を行いたいので、この案を提出するものである。 
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第６８号議案 

   工事請負契約の変更契約の締結について 

 次のとおり工事請負契約の変更契約を締結することについて議決を求める。 

１ 工 事 名  吉川美南駅東口周辺地区１号調整池工事（その３） 

２ 工事場所  吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業地内 

３ 工  期  市議会の議決を得た日から令和５年３月３１日まで 

４ 請負金額  変更前 ３８５，０００，０００円 

        変更後 ４１９，６８３，０００円 

５ 受 注 者  住    所 埼玉県さいたま市浦和区岸町７丁目１番４号 

        氏名又は名称 荏原実業株式会社関東支社 

        代表者職氏名 支社長 柳本将道 

  令和４年９月２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 令和３年６月１１日付けで効力が発生した吉川美南駅東口周辺地区１号調整池工事（そ

の３）の請負契約について、グラウンド整備のための盛土工事、調整池園路の転落防止柵

設置工事等を行うことから、請負金額の変更をしたいので、吉川市議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年吉川町条例第６号）第２条の規定

により、この案を提出するものである。 
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第６９号議案 

   市道の路線廃止及び認定について 

 次のとおり市道の路線廃止及び路線認定をすることについて議決を求める。 

１ 路線廃止 

路 線 名 起 点 終 点 

２－３２２ 大字平沼字川端５２番地先 大字吉川字屋敷付１５８２番地先 

２－３４６ 大字平沼字町西側１９１番地先 大字平沼字町西側１９５１番地先 

２－３４７ 大字平沼字川端４８番地先 大字平沼字川端２８番地先 

２－１０８９ 大字平沼字川端５５番地先 大字平沼字川端６１番地先 

２－１０９０ 大字平沼字川端５３番地先 大字平沼字川端７１番地先 

３－１３４０ 大字飯島字大道１９９番３地先 大字飯島字大道１９９番３地先 

 

２ 路線認定 

路 線 名 起 点 終 点 

２－３２２ 大字平沼字川端５２番２地先 大字吉川字屋敷付１５８２番地先 

２－３４６ 
大字平沼字町西側１９２番１３地

先 
大字平沼字町西側１９５１番地先 

２－３４７ 大字平沼字川端４８番４０地先 大字平沼字川端２８番地先 

２－１０８９ 大字平沼字川端５４番１地先 大字平沼字川端６１番地先 

２－１０９０ 大字平沼字川端５３番１地先 大字平沼字川端７１番地先 

２－１８１９ 
大字吉川字屋敷付１５２１番１３

地先 
大字平沼字川端５９番５地先 

２－１８２０ 大字平沼字川端５１番８地先 大字平沼字川端４８番２９地先 

 

  令和４年９月２日提出 

                             吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 県による都市計画道路越谷吉川線の整備に伴い、起点が変更となる路線の廃止及び認定

並びに市に移管される副道及び歩行者専用道路の路線の認定をするとともに、大字飯島地

内における敷地の一体利用による市道払下げに伴う路線の廃止をしたいので、道路法（昭

和２７年法律第１８０号）第８条第２項及び第１０条第３項の規定により、この案を提出

するものである。 
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第７０号議案 

   教育委員会委員の任命について 

 教育委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。 

   住  所 ○○○○○○○ 

   氏  名 岡田早代子 

   生年月日 ○○○○○○○ 

  令和４年９月２日提出 

                             吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 教育委員会委員の鈴木真理氏が令和４年９月３０日をもって任期満了となるため、その

後任に岡田早代子氏を任命することについて同意を得たいので、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により、この案を提

出するものである。 
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経 歴 書 

氏  名 岡田早代子 

生年月日 ○○○○○○○ 

住  所 ○○○○○○○ 

最終学歴 ○○○○○○○ 

経  歴 

平成 ５年 ４月から 
○○○○○○○○ 

平成 ７年 ５月まで 

平成１０年 ４月から 
○○○○○○○○ 

平成１３年 ６月まで 

平成１３年 ７月から 
○○○○○○○○ 

平成２１年 ５月まで 

平成２８年 ４月から 
○○○○○○○○ 

現在に至る 

平成２９年 ４月から 
吉川市立美南小学校あおぞら相談員 

平成３１年 ３月まで 

平成２９年 ５月から 
吉川市立三輪野江小学校ＰＴＡ会長 

令和 ２年 ５月まで 

令和 ３年 ５月から 
吉川市立三輪野江小学校ＰＴＡ顧問 

現在に至る 
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第７１号議案 

   令和３年度吉川市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年度吉

川市一般会計歳入歳出決算を別添監査委員の意見を付けて認定に付する。 

  令和４年９月２日提出 

                             吉川市長 中原恵人   
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第７２号議案 

   令和３年度吉川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年度吉

川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算を別添監査委員の意見を付けて認定に付する。 

  令和４年９月２日提出 

                             吉川市長 中原恵人   
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第７３号議案 

   令和３年度吉川市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年度吉

川市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算を別添監査委員の意見を付けて認定に付する。 

  令和４年９月２日提出 

                             吉川市長 中原恵人   
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第７４号議案 

   令和３年度吉川市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年度吉

川市介護保険特別会計歳入歳出決算を別添監査委員の意見を付けて認定に付する。 

  令和４年９月２日提出 

                             吉川市長 中原恵人   
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第７５号議案 

   令和３年度吉川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年度吉

川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を別添監査委員の意見を付けて認定に付する。 

  令和４年９月２日提出 

                             吉川市長 中原恵人   
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第７６号議案 

   令和３年度吉川市吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年度吉

川市吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算を別添監査委員の意

見を付けて認定に付する。 

  令和４年９月２日提出 

                             吉川市長 中原恵人   
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第７７号議案 

   令和３年度吉川市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定により、令和３年

度に生じた利益について令和３年度吉川市水道事業剰余金処分計算書（案）のとおり処分

することについて議決を求め、同法第３０条第４項の規定により、令和３年度吉川市水道

事業会計決算を別添監査委員の意見を付けて認定に付する。 

  令和４年９月２日提出 

                             吉川市長 中原恵人   
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第７８号議案 

   令和３年度吉川市下水道事業会計決算の認定について 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、令和３年

度吉川市下水道事業会計決算を別添監査委員の意見を付けて認定に付する。 

  令和４年９月２日提出 

                             吉川市長 中原恵人   

 


